
再
び
左
伝
国
語
の
製
作
年
代
を
論
ず

　
　
―
―
附
公
羊
穀
梁
両
伝
の
年
代
に
就
て
―
―

新
城
新
蔵

　
　
　
緒
　
　
言

本
論
文
は
「
歳
星
の
記
事
に
よ
り
て
左
伝
国
語
の
製
作
年
代
と
干
支
紀
年
法
の
発
達
と
を
論
ず
」
と
題
し
一
咋
年（
大
正
七
年
）

十
一
月
及
十
二
月
の
本
誌
に
発
表
し
た
る
も
の
の
継
続
で
あ
る
。
前
回
の
研
究
に
於
て
は
主
と
し
て
左
伝
国
語
の
中
に
あ
る
歳

星
記
事
と
秦
漢
の
際
に
於
け
る
歳
名
と
を
研
究
の
材
料
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
其
範
囲
を
漢
代
の
文
獻
に
及
ぼ
し
て
前

論
文
の
研
究
を
補
わ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
本
問
題
の
研
究
は
漢
代
に
見
え
た
る
種
々
の
暦
法
の
研
究
と
密
接
の
関
係
を

有
す
る
の
で
、
両
々
相
並
ん
で
研
究
を
進
め
相
互
照
応
し
て
若
干
の
結
論
に
達
し
た
の
で
あ
る
が
、
論
述
の
便
宜
上
後
者
は
篇

を
改
め
て
述
ぶ
る
こ
と
と
し
、
本
論
文
に
は
必
要
に
応
じ
其
結
果
の
み
を
引
用
す
る
こ
と
と
す
る
。（
引
用
の
場
合
に
は
前
論
文

第
一
篇
と
し
、
本
論
文
を
第
二
篇
、
後
の
論
文
を
第
三
篇
と
称
え
る
こ
と
と
す
る
）

前
回
の
論
文
に
対
し
て
飯
島
忠
夫
氏
は
咋
年
五
月
の
東
洋
学
報
に
於
て
「
再
び
左
伝
著
作
の
年
代
を
論
ず
」
と
題
し
、
橋
本
増

吉
氏
は
本
年
一
月
以
後
の
史
学
雑
誌
に
於
て
「
左
伝
の
製
作
年
代
に
就
て
」
と
題
し
、
批
評
的
論
文
を
公
に
さ
れ
た
の
は
共
に
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同
一
の
問
題
に
関
す
る
有
力
な
る
研
究
と
し
て
謹
で
敬
意
を
表
す
る
。
橋
本
氏
の
論
文
は
未
完
な
る
が
故
に
完
結
を
待
て
更
に

次
の
機
会
に
於
て
卑
見
を
陳
ず
る
こ
と
と
し
、
飯
島
氏
の
論
文
に
対
し
て
は
本
論
文
特
に
其
第
三
節
を
以
て
答
辯
と
す
る
。
同

氏
の
主
も
な
る
論
点
に
対
し
て
豫
想
外
に
適
切
な
る
反
証
を
発
見
し
得
た
の
で
、
同
氏
の
疑
点
は
定
め
し
氷
解
し
得
る
で
あ
ろ

う
と
思
う
。
な
お
同
氏
は
左
伝
の
中
に
劉
氏
に
関
す
る
豫
言
と
見
る
べ
き
も
の
が
あ
る
と
云
う
こ
と
に
重
き
を
置
て
居
ら
る
る

様
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
到
底
決
定
的
の
論
点
で
は
あ
り
得
な
い
と
思
う
。
他
に
有
力
な
る
論
証
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
適
応
す
る

如
く
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
前
論
文
の
要
旨

前
回
の
論
文
に
於
て
左
伝
国
語
の
中
に
あ
る
歳
星
記
事
の
製
作
年
代
を
決
定
す
る
た
め
に
使
用
し
た
る
材
料
は
結
局
次
の
五

件
で
あ
る
。

⑴
晋
語
に
晋
の
文
公
が
狄
に
奔
る
の
歳
に
歳
　在
二　
大
　火
一　
と
あ
る
こ
と
。

即
ち
西
紀
前
六
五
五
年
に
歳
星
が
大
火
の
次
に
在
っ
た
と
云
う
こ
と
。
こ
れ
は
実
際
の
天
象
と
は
三
・
四
次
の
差
が
あ
る
。

（
前
論
文
第
四
節
に
述
べ
た
理
由
に
よ
り
第
六
節
の
表
に
掲
げ
た
値
よ
り
○
・
五
を
減
じ
た
る
も
の
を
用
う
）。

⑵
左
伝
昭
公
三
十
二
年
の
條
に
越
　得
レ　
歳
と
あ
る
こ
と
。

即
ち
西
紀
前
五
一
〇
年
に
歳
星
が
越
の
分
野
に
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
で
あ
る
が
、
越
の
分
野
は
（甲）
戦
国
時
代
に
は
析
木
で

あ
り
、
（乙）
漢
初
以
後
は
星
紀
で
あ
る
と
思
わ
る
る
の
で
、
こ
の
記
事
は
二
様
に
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
実
際
の
天
象

と
の
差
は
（甲）
に
よ
れ
ば
一
・
六
で
（乙）
に
よ
れ
ば
二
・
六
で
あ
る
。
な
お
⑴
よ
り
⑵
に
至
る
ま
で
の
年
数
は
百
四
十
五
年
に
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な
っ
て
居
る
が
、
其
間
に
歳
星
は
（甲）
の
見
解
に
よ
れ
ば
丁
度
百
四
十
五
次
を
進
ん
で
超
辰
は
な
い
こ
と
に
な
り
、
（乙）
の

見
解
に
よ
れ
ば
、
百
四
十
六
次
を
進
ん
だ
こ
と
に
な
る
の
で
、
百
四
十
五
年
の
間
に
一
度
超
辰
し
た
と
云
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

⑶
左
伝
昭
公
九
年
の
條
に
陳
の
滅
亡
の
豫
言
が
あ
り
、
陳
は
今
よ
り
五
年
目
に
一
度
復
活
し
、
そ
れ
よ
り
五
十
二
年
目
に
歳

星
鶉
火
に
在
る
歳
に
陳
が
亡
ぶ
で
あ
ろ
う
と
あ
る
こ
と
。

即
ち
西
紀
前
四
七
八
年
に
歳
星
が
鶉
火
に
在
る
歳
に
遂
に
亡
ぶ
と
云
う
こ
と
。
こ
の
勘
定
に
よ
れ
ば
、
少
く
と
も
西
紀
前

六
五
五
年
よ
り
西
紀
前
四
七
八
年
に
至
る
百
七
十
七
年
間
に
は
一
度
も
超
辰
し
な
い
と
云
う
こ
と
に
な
り
、
⑵
の
（乙）
と
は

両
立
し
な
い
。

⑷
呂
氏
春
秋
序
意
篇
に
維
秦
八
年
、
歳
　在
二　
涒
　灘
一　
を
あ
る
こ
と
。

秦
八
年
と
云
う
の
は
始
皇
帝
の
八
年
で
西
紀
前
二
三
九
年
で
あ
る
。
歳
　在
二　
涒
　灘
一　
と
云
う
の
は
歳
隠（
太
陰
）　も

し若　
く
は
太
歳

が
申
に
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
が
、
二
様
の
解
釈
が
あ
る
。
（丙）
爾
雅
、
淮
南
子
天
文
訓
、
史
記
天
官
書
及
び
漢
書
天
文

志
に
あ
る
太
歳
、
歳
隠
の
記
述
を
其
儘
平
淡
に
読
め
ば
、
太
歳
も
歳
陰
も
同
じ
も
の
で
、
そ
れ
が
申
に
あ
る
と
云
う
の
は

歳
星
が
鶉
首
に
あ
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
（丁）
　し

か然　
る
に
銭
大
昕
は
太
歳
は
歳
陰
と
二
次
の
差
を
有
す
る
も
の
で
、
漢
書
天

文
志
が
二
者
を
同
一
視
せ
る
の
は
誤
で
あ
る
と
し
、
こ
こ
に
云
う
歳
　在
二　
涒
　灘
一　
と
云
う
の
は
太
歳
申
に
あ
り
と
云
う
こ
と

で
歳
星
は
鶉
尾
に
在
る
と
云
う
こ
と
と
解
釈
す
る
。
（丙）
の
解
釈
に
従
え
ば
此
歳
の
歳
星
の
位
置
は
、
左
伝
国
語
に
あ
る
歳

星
の
位
置
よ
り
無
超
辰
に
て
推
せ
る
も
の
と
一
致
し
、
（丁）
の
解
釈
に
従
え
ば
超
辰
法
に
て
推
せ
る
も
の
と
一
致
す
る（
丁

度
超
辰
の
歳
に
当
っ
て
居
る
の
で
、
厳
密
に
云
え
ば
、
一
年
の
差
で
外
れ
て
居
る
）。
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⑸
太
初
元
年
の
歳
名
が
現
行
干
支
紀
年
法
に
て
は
丁
丑
で
あ
る
が
、
漢
書
律
歴
志
に
よ
れ
ば
丙
子
で
あ
り
、
史
記
歴
書
に
よ

れ
ば
甲
寅（
焉
逢
攝
提
格
）で
あ
る
こ
と
。

こ
の
混
雑
を
説
明
せ
ん
が
た
め
に
銭
大
昕
は
歳
陰（
又
は
太
陰
）と
太
歳
と
は
別
物
で
二
辰
の
差
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と

し
、
太
初
元
年
は
歳
陰
紀
年
法
で
は
寅
で
、
太
歳
紀
年
法
で
は
子
で
あ
る
と
云
う
こ
と
に
よ
り
て
説
明
し
去
ら
ん
と
し
て

居
る
が
、
こ
れ
は
　す

こ
ぶ頗　る
無
理
で
あ
る
。
こ
れ
は
寧
ろ
無
超
辰
紀
年
法
が
実
際
の
天
象
と
一
致
せ
ざ
る
が
た
め
に
生
じ
た
る

混
雑
と
し
て
解
釈
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
当
時
実
際
の
天
象
よ
り
す
れ
ば
寅
の
歳
な
る
に
、
こ
れ
を
子
歳
と
数

え
て
居
り
た
り
と
す
れ
ば
、
無
超
辰
紀
年
法
の
差
が
其
年
ま
で
に
積
り
て
二
次
と
な
り
た
る
も
の
、
　も若　
し
亥
歳
と
数
え
て

居
り
た
り
と
す
れ
ば
三
次
の
差
と
な
り
た
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
五
件
の
材
料
の
中
⑴
に
就
て
は
議
論
は
な
い
。
⑵
に
就
て
は
（甲）
（乙）
両
様
の
解
釈
の
可
能
な
る
こ
と
が
実
に
妙
味
の
存
す

る
所
で
あ
る
。
戦
国
時
代
の
人
は
（甲）
の
解
釈
を
有
し
て
居
っ
た
が
故
に
十
二
年
一
周
法
に
て
歳
星
記
事
を
作
製
し
、
前
漢
末
の

人
は
（乙）
の
解
釈
を
有
し
て
居
っ
た
が
故
に
斯
く
し
て
作
製
さ
れ
た
記
事
か
ら
百
四
十
四
年
超
辰
法
を
導
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

（甲）
の
解
釈
の
可
能
な
る
こ
と
は
徐
発
が
天
元
暦
理
全
書
に
述
べ
た
説
で
、
相
応
に
根
拠
が
あ
る
が
、
確
実
に
し
て
疑
な
し
と
言

い
得
る
程
の
証
拠
が
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
⑶
に
就
て
は
飯
島
氏
は
左
伝
の
こ
の
記
事
は
杜
預
が
後
よ
り
修
正
し
た
る
も
の

で
あ
る
と
し
て
、
証
拠
と
し
て
の
価
値
を
否
認
せ
ん
と
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
次
節
に
述
ぶ
る
が
如
く
、
飯
島
氏
の
説
は

成
立
ち
得
な
い
、
従
て
⑶
は
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
一
の
証
拠
で
あ
る
。
⑷
及
び
⑸
に
就
て
は
、
太
陰
太
歳
異
同
論
に
依
て
其
証
拠

と
し
て
の
価
値
が
定
ま
る
の
で
あ
る
が
、
第
三
篇
に
詳
論
す
る
如
く
、
銭
大
昕
の
説
は
成
立
ち
得
な
い
。
太
陰（
歳
陰
）と
太
歳

と
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
従
て
⑷
は
無
超
辰
説
に
対
す
る
確
か
な
る
一
の
拠
点
で
あ
る
。
な
お
⑷
に
就
て
は
、
伝
写
の
誤
や
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後
世
か
ら
の
改
刪
な
ど
は
絶
対
に
あ
り
得
な
い
と
思
わ
る
る
の
で
、
証
拠
と
し
て
非
常
に
有
力
な
る
も
の
で
あ
る
。
⑸
に
就
て

は
更
に
第
三
篇
に
詳
論
す
る
が
、
必
ず
し
も
第
一
篇
に
想
像
し
た
如
く
に
簡
単
で
は
な
い
様
で
あ
る
。
従
て
独
立
な
る
一
の
拠

点
と
は
な
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
有
力
な
る
一
の
傍
証
点
で
あ
る
。
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是
等
の
論
証
相
互
の
関
係
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
歳
星
記
事
の
製
作
年
代
を
決
定
す
る
材
料
と
し
て
の
価
値
は
是
等
の
諸
点
を

図
に
表
わ
し
て
見
れ
ば
一
層
明
瞭
で
あ
る
。

左
右
の
方
向
に
年
代
を
取
り
上
下
の
方
向
に
記
事
と
実
際
の
天
象
と
の
差
を
取
る
こ
と
と
す
れ
ば
、
　も若　
し
　す

べ凡　
て
の
記
事
が
実

際
の
天
象
に
応
じ
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
　す

べ凡　
て
の
点
は
水
平
軸
に
沿
う
て
左
右
に
排
列
し
、
多
少
の
差
は
あ
り
と

も
水
平
軸
の
上
下
に
出
入
す
る
こ
と
は
僅
少
で
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
　

し
か
の
み
な
ら
ず

反
之　
、
　も若　
し
是
等
の
記
事
は
或
る
特
定
年
代
の
天
象
を

基
準
と
し
て
誤
り
た
る
推
歩
法
に
よ
り
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
　す

べ凡　
て
の
点
は
水
平
軸
に
対
し
て
若
干
の
傾
斜
を

有
す
る
一
の
直
線
又
は
鋸
歯
状
斜
線
に
沿
う
て
排
列
す
べ
き
筈
で
、
其
斜
線
又
は
鋸
歯
状
斜
線
と
水
平
軸
と
の
交
叉
点
附
近
は

該
記
事
の
製
作
年
代
に
相
当
し
、
こ
の
年
代
よ
り
前
後
に
、
即
ち
図
上
に
て
は
左
右
に
距
る
こ
と
遠
き
に
従
て
水
平
軸
よ
り
離

る
る
こ
と
は
次
第
に
大
き
く
な
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
な
お
記
事
製
作
者
が
　も若　
し
無
超
辰
の
十
二
年
一
週
法
を
用
い
た
り
し
も
の

と
す
れ
ば
直
線
の
傾
斜
は
八
二
・
六
年
に
付
一
次
の
割
で
あ
る
べ
く
、
　も若　
し
百
四
十
四
年
超
辰
法
を
用
い
た
り
し
も
の
と
す
れ

ば
右
と
同
様
の
傾
斜
を
有
し
　な

が乍　
ら
百
四
十
四
年
毎
に
一
次
ず
つ
の
階
段
を
有
す
る
鋸
歯
状
斜
線
を
な
す
筈
で
あ
る
。

前
掲
五
件
の
論
証
の
中
、
⑴
⑵
⑶
⑷
に
応
ず
る
点
を
図
上
に
記
せ
ば
、
1
甲
乙
3
丙
丁
等
の
諸
点
を
得
る
が
、
其
中
1
甲
3

丙
の
四
点
は
丁
度
所
要
の
傾
斜
を
有
す
る
直
線
上
に
列
し
て
居
る
。
又
⑸
の
丙
子
は
こ
れ
を
秦
八
年
の
申
と
比
較
す
れ
ば
其
間

に（
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
か
は
　し

ば
ら暫　く

別
問
題
と
し
て
）一
辰
を
超
え
て
居
る
こ
と
は
明
か
な
る
が
故
に
一
次
だ
け
引
き
戻
し
て

乙
亥
と
し
、
一
方
太
初
甲
寅
と
云
え
る
は
当
時
の
実
際
の
天
象
に
応
じ
た
る
も
の
と
解
釈
す
れ
ば
。
こ
の
年
の
数
え
方
は
三
次

の
差
と
な
る
が
故
に
図
上
に
て
は
5′

な
る
点
と
な
り
、
こ
れ
も
亦
同
一
の
直
線
上
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
　か

く斯　
の
　ご

と如　
く
に
し
て
⑴

⑵
⑶
⑷
⑸
に
応
ず
る
五
点
が
丁
度
同
一
斜
線
上
に
あ
り
こ
の
斜
線
と
水
平
軸
と
の
交
叉
点
附
近
に
於
て
、
元
始
の
歳
の
名
な
る
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べ
き
甲
寅
に
当
る
年
が
あ
る（
西
紀
前
三
六
五
年
に
）と
云
う
こ
と
は
、
実
に
第
一
篇
の
研
究
に
よ
り
て
収
穫
し
得
た
る
主
要
な

る
結
果
で
あ
る
。

図
上
に
於
け
る
右
の
事
実
を
飜
訳
し
て
云
え
ば
、
左
伝
国
語
に
あ
る
歳
星
記
事
と
、
秦
漢
の
際
の
歳
名
と
は
共
に
西
紀
前
三

六
五
年
を
元
始
甲
寅
の
歳
と
し
て
、
前
後
に
十
二
年
一
週
法
に
て
推
算
し
た
る
も
の
で
あ
る
と
云
う
こ
と
に
な
る
。

更
に
他
の
見
解
を
取
れ
ば
、
1
乙
丁
の
諸
点
が
丁
度
所
要
の
傾
斜
を
有
す
る
鋸
歯
状
斜
線
の
上
に
あ
る
の
で
、
是
等
の
点
は

水
平
軸
と
の
交
叉
点
附
近
即
ち
西
紀
前
百
年
頃
か
ら
西
紀
元
年
頃
ま
で
の
間
を
基
準
と
し
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
の

疑
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
3
を
包
含
し
得
ざ
る
こ
と
が
有
力
な
る
反
証
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
丁
8′

も
　す

こ
ぶ頗　る

無
理
な
点
で
、
是
等
は
当
然
丙
8
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
百
四
十
四
年
超
辰
法
に
調
和
せ
し
む
る
た
め
に
、
無
理

な
解
釈
に
よ
り
て
引
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る（
第
三
篇
参
照
）。

思
う
に
百
四
十
四
年
超
辰
法
な
る
も
の
は
1
乙
の
二
点
を
既
定
の
事
実
と
信
じ
た
る
前
漢
末
の
人
が
、
是
等
の
記
事
か
ら
導

き
出
し
た
も
の
で
、
其
際
に
乙
と
3
と
を
両
方
共
説
明
し
得
る
如
き
案
は
到
底
見
出
し
得
な
か
っ
た
の
で
、
比
較
的
表
面
に
顕

わ
れ
ざ
る
3
の
方
を
止
む
を
得
ず
不
問
に
附
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
漢
書
五
行
志
に
よ
れ
ば
、
春
秋
の
多
く
の
災
異
に
関
し
て

一
々
自
分
の
意
見
を
附
け
て
居
る
劉
歆
が
、
こ
の
陳
滅
亡
の
一
條
に
関
し
て
は
何
等
の
説
を
も
述
べ
て
居
ら
ぬ
の
は
注
意
す
べ

き
こ
と
で
、
こ
の
沈
黙
は
蓋
し
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
　
　
陳
の
滅
亡
の
年

陳
の
滅
亡
に
関
す
る
一
條
に
就
て
現
在
の
左
伝
が
当
初
の
ま
ま
の
原
形
を
伝
え
て
居
る
か
否
か
。
こ
れ
飯
島
氏
に
依
て
提
出
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さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
歳
星
の
記
事
に
よ
り
て
左
伝
の
劉
歆
偽
作
説
を
支
持
せ
ん
と
す
る
考
と
陳
の
滅
亡
に
関
す
る
豫
言
の
記

事
と
は
両
立
し
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
飯
島
氏
が
右
の
如
き
疑
を
起
さ
れ
た
の
は
一
応
尤
も
な
次
第
で
あ
る
。
現
行
本
に
は
、

左
伝
昭
公
九
年（
西
紀
前
五
三
三
年
）　
夏
四
月
陳
災
。
鄭
裨
竃
曰
。
五
年
陳
　将
二　
復
　
。
封
一　
封
五
十
・二
年
而
遂
亡
。
子
産
　問
二　

其
　
。
故
一　
対
曰
。
陳
水
属
也
中
略

　
　
歳
五
　及
二　
鶉
　
。
火
一　
而
後
陳
卒
亡
。
楚
克
　有
レ　
之
。
天
之
道
也
。
故
　曰
二　
五
十
・二
　
。
年
一　

左
伝
哀
公
十
・七
年（
西
紀
前
四
七
八
年
）　
秋
七
月
已
卯
。
楚
公
孫
朝
　帥
レ　
師
　滅
レ　
陳
。

と
あ
る
が
、
飯
島
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
左
伝
の
原
形
に
て
は
九
年
の
伝
文
に
は
五
十
二
年
が
二
ケ
所
と
も
五
十
一
年
と
な
っ
て

居
り
、
次
の
伝
文
は
哀
公
十
六
年
の
條
に
あ
っ
て
、
双
方
と
も
超
辰
法
の
勘
定
に
合
っ
て
居
た
の
を
、
晋
の
杜
預
が（
西
紀
二
八

○
年
頃
に
）集
解
を
作
る
に
当
り
、
自
分
の
信
じ
て
居
る
無
超
辰
の
十
二
年
一
週
法
に
合
う
様
に
勘
定
し
て
現
形
の
如
く
に
改
作

し
た
の
で
あ
ろ
う
と
云
う
の
で
あ
る
。

飯
島
氏
が
　か

く斯　
の
　ご

と如　
き
説
を
提
出
さ
れ
た
理
由
と
し
て
は
、
か
く
す
れ
ば
氏
の
有
せ
ら
る
る
劉
歆
偽
作
説
に
都
合
が
よ
い
と
云

う
こ
と
の
外
に
は
、
単
に
陳
滅
亡
の
年
が
史
記
の
本
紀
、
世
家
、
年
表
等
に
よ
り
て
記
載
が
区
々
で
一
定
し
て
居
ら
ぬ
と
云
う

こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
積
極
的
の
証
拠
は
一
つ
も
な
い
。
劉
歆
を
以
て
左
伝
偽
作
者
と
し
、
杜
預
を
以
て
左
伝
改
竄
者
で
あ
る
と

申
立
つ
る
た
め
の
証
拠
と
し
て
は
余
り
に
薄
弱
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
し
か
の
み
な
ら
ず

加
之　
、
左
伝
の
こ
の
記
事
は
前
漢
書
五
行
志
に
も
引
用
し
て
あ
る
。

前
漢
書
五
行
志
第
七
上
　（
昭
公
）九
年
夏
四
月
陳
火
。
董
仲
舒
以
為
云
々

　
　
。
劉
向
以
爲
云
々

　
　
。
左
氏
経
曰
。
陳
災
。
伝
曰
。

鄭
裨
竈
曰
。
五
年
陳
　将
二　
復
　
。
封
一　
封
五
十
・二
年
而
遂
亡
。
子
産
　問
二　
其
　
。
故
一　
対
曰
。
陳
水
属
也
中
略

　
　
故
　曰
二　
五
　
。
年
一　
歳
五
　及
二　
鶉

　
。
火
一　
而
後
陳
卒
亡
。
楚
克
　有
レ　
之
。
天
之
道
也
。
説
曰
。
顓
頊
　以
レ　
水
王
。
陳
其
族
也
。
今
茲
歳
　在
二　
星
　
。
紀
一　
後
五
年
　在
二　
大

8



　梁
一　
中
略

　
　
故
曰
五
年
陳
　将
二　
復
　封
一　
中
略

　
　
　自
二　
大
　梁
一　
・四
歳
而
　及
二　
鶉
　
。
火
一　
四
周
四
十
八
歳
、
凡
五
　反
二　
鶉
　
。
火
一　
五
十
・二
年
而
陳
卒
亡
。

火
盛
水
衰
。
故
曰
天
之
道
也
。
哀
公
十
・七
年
七
月
已
卯
楚
　滅
レ　
陳
。

飯
島
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
五
行
志
も
亦
、
原
形
は
五
十
一
年
、
十
六
年
と
あ
っ
た
の
を
杜
預
の
修
正
を
経
て
現
在
の
形
と

な
っ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
劉
歆
の
超
辰
法
に
よ
れ
ば
昭
公
十
五
年（
西
紀
前
五
二
七
年
）に
超
辰

が
あ
る
筈
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
文
に
見
え
て
居
る
大
梁
と
鶉
火
と
の
間
で
一
つ
超
辰
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
こ
の
場
合
に

は
大
梁
よ
り
三
年
目（
前
後
の
年
を
入
れ
て
）に
て
鶉
火
に
な
っ
た
筈
で
あ
る
、
併
し
大
梁
、
実
沈
、（鶉
首
）、
鶉
火
と
接
近
し
て

居
る
も
の
を
単
に
　自
二　
大
　梁
一　
三
裁
而
　及
二　
鶉
　火
一　
で
は
意
味
を
な
さ
ぬ
か
ら
、
こ
こ
に
は
超
辰
法
に
よ
り
て
鶉
首
を
飛
ば
す
こ
と

超
辰
法

　星紀　
玄枵
娵訾
降婁
大梁
実沈
鶉火
…
…
四
周
四
十
八
歳
…
…
…
鶉火

無
超
辰
法

　星紀　
玄枵
娵訾
降婁
大梁
実沈
鶉首

　鶉火　
…
…
四
周
四
十
八
歳
…
…
…

鶉火

魯

公

　昭 9　
10

11

12

13

14

15

16

17

18

…
…
…
…
…
…
…
…
哀 16

17

西
紀
前

533

529

527

526

477

478
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を
明
か
に
示
し
た
文
句
が
あ
っ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
杜
預
は
単
に
・三
を
・四
に
改
め
た
だ
け
で
な
く
、
超
辰
法

を
示
し
て
居
る
若
干
の
文
句
を
も
刪
り
去
っ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
　か

く斯　
の
　ご

と如　
き
こ
と
は
到
底
有
り
得
べ
か
ら
ざ
る
こ

と
で
あ
る
。
否
な
、
有
り
と
云
う
た
め
に
は
積
極
的
な
る
確
証
を
要
す
る
事
件
で
あ
る
。

追
　
　
記
　（
昭
和
三
年
五
月
）

杜
預
は
左
伝
昭
公
三
十
二
年（
前
五
一
〇
）の
越
得
歳
の
條
に
注
し
て
「
是
歳
歳
在
星
紀
」
と
い
う
て
居
る
。
こ
れ
は
昭

公
十
五
年（
前
五
二
七
）に
超
辰
し
た
も
の
に
相
当
し
て
居
る
も
の
な
の
で
、
杜
預
は
自
ら
超
辰
法
を
信
じ
て
居
る
と
否

と
に
　か

か拘　
わ
ら
ず
、
伝
文
に
成
る
べ
く
忠
実
な
る
註
釈
を
加
え
、
私
意
に
よ
っ
て
改
竄
を
加
え
て
居
ら
ぬ
。
陳
の
滅
亡
の

豫
言
に
関
す
る
杜
預
の
改
竄
説
の
如
き
は
全
く
根
拠
な
き
証
言
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

漢
書
五
行
志
に
は
其
始
め
の
部
分
に
、

漢
書
五
行
志
第
七
上
　
景
武
之
世
。
董
仲
舒
　治
二　
公
羊
春
　
。
秋
一　
始
　推
二　
陰
　
。
陽
一　
　為
二　
儒
者
　
。
宗
一　
宣
元
之
後
。
劉
向
　治
二　
穀
梁
春
　
。
秋
一　

　数
二　
其
禍
　
。
福
一　
伝
　以
二　
洪
　
。
範
一　
　与
二　
仲
　舒
一　
錯
。
　至
二　
向
子
　
。
歆
一　
　治
二　
左
　
。
氏
一　
　伝
二　
其
春
　
。
秋
一　
意
亦
已
乖
矣
。
　言
二　
五
行
　伝
一　
。
又
頗

　不
レ　
同
。
是
以
　檻
二　
仲
　舒
一　
。
　別
二　
向
　
。
歆
一　
　伝
三　
載
眭
孟
夏
侯
勝
京
房
谷
永
李
尋
之
徒
　所
レ　
陳
行
事
　訖
二　
于
王
　
。
莽
一　
　挙
二　
十
二
　
。
世
一　
以

　伝
二　
春
　
。
秋
一　
　著
二　
於
　
。
篇
一　

と
あ
る
如
く
春
秋
よ
り
漢
に
至
る
間
の
災
異
に
関
し
て
人
々
の
意
見
を
掲
げ
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
董
仲
舒
、
劉
向
、
劉
歆
、
京

房
等
の
説
に
就
て
は
一
々
其
名
を
掲
げ
て
其
責
任
を
明
か
に
し
、
説
曰
と
云
う
中
に
は
当
時
学
官
に
列
せ
る
人
々
の
間
に
行
わ

れ
て
居
っ
た
の
を
一
括
し
て
掲
げ
て
居
る
様
で
あ
る
。
　か

く斯　
の
　ご

と如　
き
五
行
志
の
記
載
例
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
陳
滅
亡
の
一
條
に
就

て
説
曰
と
云
う
の
は
、
劉
歆
よ
り
以
前
に
ま
だ
超
辰
法
を
知
ら
ぬ
時
分
に
行
わ
れ
た
解
釈
を
載
せ
た
も
の
で
、
劉
歆
は
当
時
す
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で
に
　か

く斯　
の
　ご

と如　
き
説
が
存
在
し
て
居
る
た
め
に
、
其
間
に
更
に
自
説
を
提
出
す
る
こ
と
を
差
控
え
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
漢
書
に
は
、
律
歴
志
に
は
三
統
歴
の
超
辰
法
が
堂
々
と
載
っ
て
居
る
に
も
　か

か拘　
わ
ら
ず
、
杜
預
が
五
行
志
の
こ
の
一
部
分

の
み
を
改
作
す
る
と
云
う
こ
と
は
余
り
に
非
常
識
的
で
、
有
り
そ
う
に
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
又
杜
預
の
時
代
に
は
左
伝
も
漢

書
も
杜
預
の
手
の
届
か
な
い
所
ま
で
広
く
行
わ
れ
て
居
っ
た
と
思
わ
る
る
か
ら
、
其
一
部
を
改
作
す
る
と
云
う
こ
と
は
到
底
な

し
得
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

結
局
陳
滅
亡
の
豫
言
に
関
す
る
左
伝
の
記
事
に
就
て
は
疑
を
挟
む
べ
き
餘
地
が
な
い
。
従
て
こ
の
豫
言
の
作
者（
即
ち
左
伝
の

作
者
）は
昭
公
十
五
年
の
超
辰
を
知
ら
ず
、
三
統
歴
超
辰
法
の
知
識
を
有
せ
ざ
り
し
も
の
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
元
始
甲
寅
の
歳

左
伝
国
語
の
中
に
あ
る
歳
星
記
事
及
び
秦
八
年
の
歳
名
は
共
に
西
紀
前
三
六
五
年
を
元
始
甲
寅
の
歳
と
し
て
前
後
に
推
算
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
第
一
篇
及
び
本
篇
第
二
節
に
論
じ
た
如
く
で
あ
る
が
、
な
お
こ
の
年
附
近
は
暦
法
上
種
々
の
点
に
於

て
　す

こ
ぶ頗　る

注
意
す
べ
き
時
期
で
あ
る
。
漢
代
に
見
え
た
る
種
々
の
暦
法
に
就
て
は
第
三
篇
に
詳
諭
し
よ
う
と
思
う
が
、
其
結
果
の

一
部
を
こ
こ
に
引
用
し
第
一
篇
の
結
論
と
共
に
列
記
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

イ
西
紀
前
三
六
五
年
は
歳
星
の
位
置
よ
り
見
て
元
始
基
準
の
歳
で
あ
る
の
で
、
星
占
譏
祥
を
事
と
す
る
一
派
は
此
歳
を
以

て
元
始
甲
寅
の
歳
と
し
て
居
る
。

ロ
西
紀
前
三
六
六
年
は
夏
正
の
正
月
朔
が
丁
度
甲
寅
立
春
で
あ
っ
た
の
で
、
顓
頊
歴
で
は
こ
の
歳
を
元
始
甲
寅
の
歳
と
し

て
居
る
。
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ハ
西
紀
前
三
六
七
年
は
殷
歴
の
歴
元
な
る
西
紀
前
一
五
六
七
年（
十
一
月
甲
子
朔
旦
冬
至
の
歳
）よ
り
千
二
百
年
で
歳
名
は

同
干
支
で
あ
る
。
殷
歴
で
は
こ
の
西
紀
前
一
五
六
七
年
を
元
始
甲
寅
の
歳
と
し
、
従
て
又
西
紀
前
三
六
七
年
を
二
次
的
の

元
始
甲
寅
の
歳
と
し
て
居
る
。

ニ
西
紀
前
三
六
七
年
は
緯
書
に
あ
る
殷
歴
の
開
闢
上
元
か
ら
丁
度
二
百
七
十
六
万
年
に
当
て
居
る
。

右
の
中
ハ
と
ニ
と
は
相
関
聯
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
イ
と
ロ
と
及
び
ハ
ニ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
全
く
異
な
り
た
る
理
由
か
ら
元
始
基

準
的
の
資
格
を
有
し
て
居
る
の
で
、
そ
れ
等
が
僅
に
一
年
宛
の
差
に
て
偶
然
相
接
し
て
居
る
と
云
う
の
は
実
に
珍
ら
し
き
適
合

と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
是
等
三
つ
の
元
始
基
準
の
歳
が
全
然
同
一
の
歳
で
有
り
得
た
な
ら
ば
猶
更
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
一

致
せ
ざ
る
ま
で
も
斯
く
相
接
近
し
て
居
る
と
云
う
こ
と
は
、
こ
の
年
附
近
に
一
種
神
秘
的
の
　も

っ
た
い

勿
体　
ら
し
さ
を
与
う
る
に
至
っ
た

で
あ
ろ
う
と
察
せ
ら
れ
る
。

是
等
の
三
つ
の
元
始
甲
寅
の
歳
は
同
時
に
行
わ
れ
た
も
の
か
。
逐
次
的
に
行
わ
れ
た
も
の
か
。
三
者
相
互
の
関
係
は
如
何
。
三

者
の
結
末
は
如
何
。
是
等
は
篇
を
改
め
て
詳
論
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
先
ず
　す

ぐ直　
に
気
の
つ
く
こ
と
は
。
イ
は
歳
星
の
位
置
に
関

す
る
も
の
で
、
歳
星
の
運
行
を
以
て
十
二
年
一
週
と
信
じ
て
居
っ
た
時
代
に
は
、
二
三
十
年
の
間
に
は
実
際
と
推
歩
と
の
間
に

可
な
り
の
差
を
生
ず
る
筈
故
、
イ
の
甲
寅
元
は
必
ず
や
当
時
の
天
象
に
基
い
て
其
時
に
定
め
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
。

ロ
及
び
ハ
ニ
は
二
三
百
年
乃
至
数
百
年
後
か
ら
の
推
算
で
遡
り
て
甲
寅
元
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
て
少

く
と
も
イ
は
其
当
時
か
ら
甲
寅
元
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
な
お
こ
の
歳
附
近
は
戦
国
か
ら
秦
漢
に
至
る
際
の
暦
家

が
常
に
注
目
し
て
居
っ
た
年
代
で
あ
る
と
云
う
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

西
紀
前
三
六
五
年
附
近
が
歳
星
に
関
し
て
基
準
元
始
の
歳
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
な
お
単
独
に
漢
書
天

12



文
志
の
み
か
ら
で
も
明
か
で
あ
る
。

漢
書
天
文
志
第
六
　
太
歳
　在
レ　
寅
。
　曰
二　
攝
提
　
。
格
一　
歳
星
正
月
晨
　出
二　
東
　方
一　
。
石
氏
曰
　名
二　
監
　
。
徳
一　
　在
二　
斗
牽
　
。
牛
一　
　失
二　
次
　
。
杓
一　

早
水
晩
旱
。
甘
氏
　在
二　
建
星
婺
　
。
女
一　
太
初
歴
　在
二　
営
室
東
　
。
壁
一　
　在
レ　
卯
　曰
二　
単
　
。
閼
一　
二
月
出
。
石
氏
曰
　名
二　
降
　
。
入
一　
　在
二　
婺
女
虚

　
。
危
一　
甘
氏
　在
二　
虚
　
。
危
一　
　失
二　
次
　杓
一　
　有
二　
水
　
。
災
一　
太
初
　在
二　
奎
　婁
一　
中
略

　
　
　在
レ　
子
　曰
二　
困
　
。
敦
一　
十
一
月
出
。
石
氏
曰
　名
二　
天
　
。
宗
一　
　在
二　
氐

房
　
。
始
一　
甘
氏
同
。
太
初
　在
二　
建
星
牽
　牛
一　
中
略

　
　
甘
氏
太
初
歴
　所
二　
以
　不
　一レ　　
同
者
。
　以
三　
星
贏
縮
　在
レ　
前
各
　録
二　
後
　所
　一レ　　
見
也
。

同
じ
攝
提
格
の
歳（
寅
）、
同
じ
単
閼
の
歳（
卯
）等
十
二
歳
に
於
け
る
歳
星
の
位
置
を
、
石
氏
甘
氏
の
見
た
る
所
及
び
太
初
歴

制
定
の
際
に
見
た
る
所
を
記
し
て
居
る
の
で
、
し
か
も
其
位
置
の
同
じ
か
ら
ざ
る
の
は
時
々
歳
星
の
進
退
が
あ
る
の
を
見
た
ま

ま
に
録
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
正
直
に
断
っ
て
居
る
。
こ
の
記
録
は
実
に
よ
く
太
初
元
年
の
歳
名
の
混
雑
の
理
由
を
説
明
し
て

居
る
も
の
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
太
初
元
年
の
始
め
に
歳
星
は
星
紀（
斗
牽
牛
）の
始
め
に
あ
っ
た
の
で
、
石
氏
の
定

め
方
に
よ
れ
ば
「
太
歳
　在
レ　
寅
。
　曰
二　
・攝
・提
　・格
一　。
石
氏
曰
。
　在
二　
・斗
・牽
　・牛
一　
」
で
此
歳
を
攝
提
格
の
歳
と
称
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　し
か然　

る
に
そ
れ
以
前
か
ら
十
二
年
循
環
で
称
え
来
っ
た
歳
名
に
よ
れ
ば
困
敦
に
な
っ
て
居
っ
た
の
で
、
右
の
記
録
に
修
正
的
追
加

を
施
し
て
「
　在
レ　
子
　曰
二　
困
　
。
敦
一　
・太
・初
　在
二　
建
星（
斗
）牽
　牛
一　
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
斯
様
な
見
解
に
よ
り
て
こ
の
天
文
志
の
記
録
を

解
釈
す
れ
ば
、
歳
星
の
位
置
の
差
は
、
十
二
年
一
週
に
て
歳
を
数
え
て
来
た
為
に
石
氏
甘
氏
時
代
と
太
初
と
の
間
に
自
然
に
生

じ
た
差
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
今
十
二
歳
の
記
録
に
就
て
其
差
を
平
均
し
て
見
れ
ば
、
石
氏
と
甘
氏
と
に
就
て
は
其
差
極
め

て
僅
少
で
あ
る
。
石
氏
と
太
初
と
で
は
丁
度
二
次
の
差
で
あ
る
。
八
二
・
六
年
毎
に
一
次
の
差
を
生
ず
る
筈
で
あ
る
か
ら
、
　も若　

し
石
氏
甘
氏
時
代
の
歳
名
と
太
初
の
際
の
歳
名
と
が
連
続
し
て
居
っ
た
も
の
と
し
て
計
算
す
れ
ば
、
石
氏
甘
石
の
時
代
は
太
初

以
前
一
六
五
年
と
な
り
大
約
西
紀
前
二
六
九
年
頃
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
石
氏
甘
氏
時
代
を
秦
八
年
以
前
と
す
れ
ば
、
秦
八
年
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の
歳
名
は
既
に
太
初
の
歳
名
と
連
続
せ
ず
し
て
一
辰
の
差
あ
る
が
故
に
、
石
氏
甘
氏
の
歳
名
も
亦
太
初
の
際
の
歳
名
と
は
直
に

は
連
続
せ
ず
し
て
一
辰
の
差
あ
る
も
の
と
見
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
か
ら
、
結
局
同
名
の
歳
に
就
て
は
三
次
の
差
と
云
う
こ
と

に
な
り
、
石
氏
甘
氏
の
時
代
は
太
初
以
前
二
四
八
年
で
大
約
西
紀
前
三
五
二
年
前
後
と
云
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
計
算
は
第
一
篇
第
十
一
節
及
び
本
篇
第
二
節
⑸
の
計
算
と
実
質
に
於
て
同
一
の
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
単
に
漢
書
天
文

志
か
ら
だ
け
で
も
石
氏
甘
氏
の
時
代（
従
て
歳
星
記
事
製
作
の
時
代
）を
推
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
云
う
こ
と
を
明
言
し
て
置

き
た
い
と
思
う
。

　
　
　
劉
歆
偽
作
説
に
就
て

歳
星
の
記
事
に
よ
り
て
左
伝
国
語
の
製
作
年
代
を
戦
国
時
代
と
断
定
し
た
上
は
、
前
漢
末
に
於
け
る
劉
歆
の
偽
作
説
の
如
き

は
も
は
や
成
立
ち
得
な
い
の
で
、
別
に
駁
撃
を
加
う
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
な
お
一
二
の
蛇
足
を
添
え
て
劉
歆
の
た
め

に
弁
じ
よ
う
と
思
う
。

㈠
史
記
の
中
に
左
伝
国
語
に
関
す
る
記
事
及
び
　た

し
か慥　に

左
伝
よ
り
引
用
せ
り
と
思
わ
る
る
部
分
あ
る
こ
と
。

イ
十
二
諸
侯
年
表
　
　
魯
君
子
左
丘
明
。
　懼
下　
弟
子
人
人
　異
レ　
端
各
　安
二　
其
　意
一　
　失
中　
其
　
。
真
上　
故
　因
二　
孔
子
史
　
。
記
一　
具
　論
二　
其
　
。
語
一　

　成
二　
左
氏
春
　
。
秋
一　

ロ
太
史
公
自
序
　
　
左
丘
　失
レ　
明
。
厥
　有
二　
国
　
。
語
一　

ハ
歴
書
　
　
周
嚢
王
二
十
六
年
。
　閏
二　
三
　
。
月
一　
而
春
秋
　非
レ　
之
。
先
王
之
　正
レ　
時
也
。
　履
二　
端
於
　
。
始
一　
　挙
二　
正
於
　
。
中
一　
　帰
二　
邪

於
　
。
終
一　
下
略
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こ
れ
は
左
伝
文
公
元
年
の
條
か
ら
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
春
秋
長
歴
の
研
究
に
よ
れ
ば
、事
実
は
こ
の
年
三
月
に
は

閏
月
が
な
い
。
　閏
二　
三
　月
一　
と
云
う
の
は
左
伝
の
著
者
が
誤
て
そ
う
認
め
て
見
当
違
い
の
批
難
を
加
え
て
居
る
の
に
過

ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
先
後
の
順
序
は
必
ず
や
左
伝
か
ら
史
記
へ
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
も
な
い
。
な

お
左
伝
の
こ
と
を
春
秋
と
称
え
て
居
る
の
は
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

ニ
秦
本
紀
　
　
三
良
の
殉
死
に
関
し
君
子
曰
と
し
て
加
え
た
る
批
評
は
左
伝
文
公
六
年
の
條
の
君
子
曰
の
説
を
引
用
し

た
も
の
で
あ
る
。
其
結
尾
の
「
是
以
　知
二　
秦
　不
　一レ　　
　能
二　
復
東
　征
一　
也
」
と
あ
る
の
は
例
の
左
伝
流
の
豫
言
で
、
史
記
は
其

ま
ま
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
又
こ
の
部
分
が
後
か
ら
の
攙
入
で
な
い
こ
と
は
、
太
史
公
自
序
秦
本
紀
の
分
に
「
　以
レ　

人
　為
レ　
殉
。
詩
歌
黄
鳥
、
昭
襄
業
帝
。
　作
二　
秦
本
　紀
一　
」
と
あ
り
、
太
史
公
自
身
が
こ
の
記
事
に
重
き
を
置
い
て
居
る
を

以
て
見
て
も
明
か
で
あ
る
。

ホ
呉
世
家
　
　
季
札
が
諸
国
を
歴
訪
せ
る
記
事
は
左
伝
襄
公
二
十
九
年
の
條
よ
り
引
用
せ
る
も
の
で
あ
る
。
魯
に
於
て

の
談
話
の
中
に
鄭
に
対
し
て
「
是
其
先
亡
乎
」
と
云
い
、
齊
に
対
し
て
「
国
　未
レ　
　可
レ　
量
也
」
と
評
せ
る
は
皆
左
伝
一

流
の
豫
言
で
あ
る
が
故
に
、
史
記
は
左
伝
よ
り
採
用
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。

賛
に
「
余
　読
二　
春
秋
古
　
。
文
一　
乃
　知
下　
中
国
之
虞
　与
ニ　
荊
蠻
句
　呉
一　
兄
　弟
上　
也
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
に
春
秋
古
文
と
云
う
て
居

る
の
は
左
伝
の
こ
と
で
あ
る
。

ヘ
鄭
世
家
　
　
參
と
商
と
に
関
す
る
説
話
は
左
伝
昭
公
元
年
の
條
よ
り
引
用
し
た
る
も
の
で
あ
る
。
星
の
祟
り
の
因
縁

話
は
無
論
左
伝
一
流
の
も
の
で
あ
る
。

ト
晋
世
家
　
　
荀
息
の
死
に
対
す
る
君
子
曰
の
評
は
左
伝
僖
公
九
年
の
條
よ
り
引
用
し
た
る
も
の
で
あ
る
。
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チ
孔
子
世
家
　
　
「
孔
子
年
十
七
。
魯
大
夫
孟
釐
子
。
病
且
死
。
誡
其
嗣
懿
子
曰
。
孔
丘
聖
人
之
後
。
中
略

　
　
今
孔
丘
年
少

好
礼
。
其
達
者
歟
。
吾
即
歿
。
若
必
師
之
、
及
釐
子
卒
、
懿
子
与
魯
人
南
宮
叔
。
往
学
礼
焉
」
と
あ
る
の
は
左
伝
昭

公
七
年
に
「
九
月
公
至
自
楚
。
孟
僖
子
病
不
能
相
礼
。
乃
講
学
之
。
苟
能
礼
者
従
之
。
及
其
将
死
也
。
召
其
大
夫
曰
。

礼
人
之
幹
也
。
無
礼
無
以
立
。
吾
聞
将
有
達
者
。
曰
孔
丘
。
聖
人
之
後
也
下
略

　
　
」
と
あ
る
の
を
誤
解
し
て
引
用
し
た
も

の
で
あ
る
。
昭
公
七
年
孔
子
年
十
七
の
時
に
孟
僖
子
が
孔
子
の
こ
と
を
述
べ
た
の
で
は
な
い
。
後
に
昭
公
二
十
四
年

孔
子
三
十
五
の
時
に
孔
子
の
礼
を
学
べ
と
遺
言
し
た
の
を
、
左
伝
は
事
の
序
で
に
「
及
其
将
死
也
」
と
し
て
昭
公
七

年
の
條
に
終
言
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
史
記
は
同
年
の
こ
と
と
誤
解
し
て
引
用
し
た
の
で
、
引
用
は
明
か
に
左

伝
か
ら
史
記
で
あ
っ
て
、
其
逆
で
は
有
り
得
な
い
。

リ
十
二
諸
侯
年
表
　
　
晋
平
公
二
十
六
年
の
部
に
「
春
　有
レ　
星
　出
二　
婺
　
。
女
一　
十
月
公
薨
」
と
あ
り
。
こ
れ
は
十
月
は
七
月

の
誤
で
、
左
伝
昭
公
十
年
の
條
に
「
春
王
正
月
。
　有
レ　
星
　出
ニ　
于
婺
　
。
女
一　
鄭
裨
竃
　言
二　
於
子
　
。
産
一　
曰
七
月
戊
子
。
晋
君
　将
レ　

死
下
略

　
　
」
と
あ
る
の
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る（
春
秋
経
に
は
こ
の
記
事
な
し
）。
何
れ
の
地
方
か
ら
も
同
様
に
見
え
た

筈
で
あ
る
か
ら
何
等
か
特
別
の
理
由
が
な
け
れ
ば
、
史
記
が
こ
れ
を
晋
の
部
に
置
く
筈
が
な
い
。
晋
の
部
に
入
れ
た

の
は
平
公
の
死
と
関
聯
せ
し
む
る
た
め
で
、
両
者
を
星
占
的
の
考
で
結
び
付
け
た
の
は
左
伝
一
流
の
豫
言
で
あ
る
。

以
上
は
読
過
の
際
に
気
の
つ
い
た
も
の
の
中
で
明
か
に
左
伝
か
ら
史
記
へ
採
っ
た
と
思
わ
る
る
も
の
の
み
を
列
記
し
た
の

で
あ
る
。
　も若　
し
徹
底
的
に
捜
し
た
ら
決
し
て
こ
の
数
件
に
止
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
劉
歆
偽
作
説
を
主
張
す
る
た
め
に
は
、是

等
は
　す

べ凡　
て
史
記
に
あ
っ
た
も
の
を
左
伝
が
引
用
し
た
と
す
る
か
、
又
は
左
伝
製
作
の
後
に
溯
て
後
か
ら
史
記
の
中
へ
挿
入

し
た
も
の
と
し
な
け
れ
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
が
、
何
れ
も
不
可
能
で
あ
る
。
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㈡
漢
書
後
漢
書

イ
漢
書
翼
奉
伝
初
元
元
年（
前
四
八
）の
封
事
に
「
是
㠯
王
者
忌
子
卯
也
、
礼
経
避
之
、
・春
・秋
・諱
・焉
」
と
あ
る
の
は
左
伝

昭
公
九
年
に
「
辰
在
子
卯
、
謂
之
疾
日
」
と
あ
る
の
を
引
い
た
も
の
で
あ
る
。

ロ
後
漢
書
陳
元
伝
に
「
父
欽
習
左
氏
春
秋
事
黎
陽
賈
護
、
・与
・劉
歆・
・同
・時
、
・而
・別
・自
・名
・家
、
王
莽
従
欽
受
左
氏
学
、
以
欽

為
猒
難
将
軍
」
と
あ
る
。
劉
歆
と
同
時
の
学
者
が
左
氏
春
秋
を
伝
え
て
別
に
自
ら
一
家
を
な
し
、
陳
氏
春
秋
と
名
け

た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
劉
歆
の
左
伝
偽
作
説
の
如
き
は
成
立
の
余
地
が
な
い
。
な
お
劉
歆
と
同
時
に
し
て
交
遊
深

き
楊
雄
の
法
言
に
「
或
問
周
官
、
曰
立
事
、
左
氏
、
曰
品
藻
、
太
史
遷
、
曰
実
録
」
と
い
う
て
居
る
の
も
同
様
の
証
拠

で
あ
る
。

㈢
劉
歆
の
意
見
と
左
伝
の
著
者
の
意
見
と
は
必
ず
し
も
全
然
一
致
せ
ざ
る
こ
と
。

劉
歆
は
忠
実
な
る
左
氏
の
祖
述
者
を
以
て
任
じ
て
居
っ
た
ら
し
い
の
で
、
其
意
見
の
差
の
明
か
に
見
え
て
居
る
の
は
甚
だ

少
な
い
が
、
そ
れ
に
も
　か

か拘　
わ
ら
ず
次
に
指
摘
す
る
二
点
の
如
き
は
　す

こ
ぶ頗　る

重
大
な
る
意
見
の
相
違
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

イ
漢
書
五
行
志
に
は
春
秋
の
日
蝕
の
一
々
に
就
て
劉
歆
の
説
を
掲
げ
て
居
る
が
、
劉
歆
　お

も
え
ら
く

以
為　
云
云
と
し
て
挙
げ
た
る
日

蝕
の
時
日
は
、
経
に
記
載
の
時
日
と
は
著
し
く
相
違
し
、
概
し
て
一
二
ヶ
月
も
早
く
な
っ
て
居
る
。
こ
れ
は
劉
歆
が

春
秋
の
日
蝕
を
三
統
歴
の
法
に
依
て
推
算
し
た
た
め
で
あ
る
。
三
統
歴
に
は
蝕
の
週
期
と
し
て
百
三
十
五
月
を
採
用

し
て
居
る
が
、
こ
の
週
期
は
さ
ほ
ど
正
確
の
も
の
で
は
な
く
、
前
後
百
年
以
内
の
間
は
有
効
で
あ
る
が
、
六
百
年
を

経
過
す
れ
ば
蝕
の
月
が
丁
度
一
ヶ
月
ず
れ
る
程
の
も
の
で
あ
る
上
に
、
蝕
の
推
歩
の
出
発
点
と
取
る
べ
き
時
期
に
就

て
も
、
誤
を
な
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
劉
歆
は
三
統
歴
の
絶
対
に
正
確
な
る
べ
き
を
信
じ
て
居
る
の
で
、
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周
衰
天
子
　不
レ　
　班
レ　
朔
。
魯
歴
　不
レ　
正
。
　置
レ　
閏
　不
レ　
　得
二　
其
　
。
月
一　
月
大
小
　不
レ　
　得
二　
其
　
。
度
一　
史
　記
二　
日
　
。
食
一　
或
　言
レ　
朔
而
実
　非
レ　

朔
。
或
　不
レ　
　言
レ　
朔
而
実
朔
。
或
脱
　不
レ　
　書
二　
朔
　与
　一レ　　
日
。
皆
官
　失
レ　
之
也
。

と
云
う
て
居
り
、
三
統
歴
の
誤
れ
る
推
算
に
よ
り
て
訂
正
せ
る
日
蝕
の
時
日
を
正
し
き
も
の
と
し
、
そ
れ
を
土
台
と

し
て
星
占
的
の
判
断
を
下
し
て
居
る
。
　

し
か
の
み
な
ら
ず

反
之　
、
左
伝
の
著
者
は
唯
一
ヶ
所
襄
公
二
十
七
年
の
日
蝕
に
、
経
に
は
十
有

二
月
乙
亥
朔
と
あ
る
の
を
伝
に
は
十
一
月
乙
亥
朔
と
記
せ
る
外
は
　す

べ凡　
て
経
の
時
日
を
其
儘
受
け
入
れ
て
居
る
。
両
者

の
相
違
の
殊
に
明
か
な
る
例
の
二
三
を
次
に
掲
げ
る
。

左
伝
莊
公
二
十
五
年
、
夏
六
月
辛
未
朔
。
日
　有
レ　
　食
レ　
之
。
鼓
　用
二　
牲
于
　
。
社
一　
　非
レ　
常
也
下
略

　
　
―
―
漢
書
五
行
志
　
劉
歆
以

為
五
月
二
日
。
魯
趙
分
。
下
略

　
　

左
伝
文
公
十
五
年
、
六
月
辛
丑
朔
。
日
　有
レ　
　食
レ　
之
。
鼓
　用
二　
牲
于
　
。
社
一　
　非
レ　
礼
也
下
略

　
　
―
―
漢
書
五
行
志
　
劉
歆
以
為
四

月
二
日
、
魯
衞
分
。

左
伝
昭
公
二
十
一
年
。
秋
七
月
壬
午
朔
。
日
　有
レ　
　食
レ　
之
。
公
　問
二　
於
梓
　
。
慎
一　
曰
是
何
物
也
。
禍
福
何
為
下
略

　
　
―
―
漢
書

五
行
志
　
劉
歆
以
為
五
月
二
日
。
魯
趙
分
。

ロ
左
伝
の
著
者
は
日
蝕
は
　す

べ凡　
て
朔
に
限
る
も
の
と
思
う
て
居
る
。

左
伝
僖
公
十
有
五
年
。
夏
五
月
。
日
　有
レ　
　食
レ　
之
。
　不
レ　
　書
二　
朔
　与
　一レ　　
日
。
官
　失
レ　
之
也
。

と
云
え
る
伝
文
を
見
て
も
明
か
で
あ
る
が
、
な
お
著
し
き
実
証
は
文
公
元
年
二
月
癸
亥
の
日
蝕
に
対
す
る
左
氏
の
見

解
で
あ
る
。
事
実
は
二
月
癸
亥
晦
の
日
食
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
左
伝
の
著
者
は
こ
れ
を
二
月
癸
亥
朔
の
日
食
と

断
定
し
た
が
た
め
に
、
四
月
に
あ
る
丁
已
の
日
附
と
調
和
す
る
た
め
に
は
三
月
に
閏
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
と
な
り
、
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斯
く
し
て
事
実
に
非
ざ
る
閏
三
月
が
生
れ
、
や
が
て
「
　於
レ　
是
　閏
二　
三
　
。
月
一　
　非
レ　
礼
也
云
々

　
　
」
の
堂
々
た
る
批
評
的
伝
文

が
発
せ
ら
る
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
他
に
は
、
何
等
拠
る
べ
き
材
料
が
な
い
に
も
　か

か拘　
わ
ら
ず
、
断
然
　か

く斯　
の
　ご

と如　
き
伝

文
を
発
す
る
程
強
き
確
信
を
以
て
蝕
の
必
ず
朔
に
あ
る
べ
き
こ
と
を
信
じ
て
居
っ
た
の
で
あ
る
。

　し
か然　
る
に
劉
歆
は
、
漢
時
代
の
多
く
の
晦
食
に
な
れ
て
、
日
蝕
は
必
ず
し
も
、
朔
に
限
る
も
の
と
思
う
て
居
ら
ぬ
。
現

に
春
秋
三
十
六
日
蝕
の
中
十
六
が
朔
、
十
八
が
二
日
。
一
が
晦
と
云
う
見
解
を
下
し
て
居
る
。

㈣
漢
書
五
行
志
及
び
律
歴
志
等
に
は
以
前
か
ら
伝
っ
て
居
る
事
実
や
説
と
劉
歆
等
の
説
と
は
明
か
に
区
別
し
得
る
様
に
記
載

し
て
居
る
。

イ
五
行
志
に
は
左
伝
に
な
い
歳
星
の
位
置
が
三
つ
程
載
せ
て
あ
る
が
、何
れ
も
劉
歆
　お

も
え
ら
く

以
為　
と
明
記
し
て
あ
る
。
殊
に
其
中

莊
公
七
年（
西
紀
前
六
八
七
年
）四
月
辛
卯
夜
恒
星
不
見
云
々
の
件
に
関
し
「
劉
歆
以
為
中
略

　
　
是
歳
。
裁
　在
二　
玄
　
。
枵
一　
齊

分
野
也
」
と
あ
る
の
は
、
三
統
歴
に
よ
る
西
紀
前
六
七
一
年
の
超
辰
以
前
な
の
で
、
左
伝
国
語
に
あ
る
他
の
歳
星
の

位
置
に
比
し
、
一
つ
前
へ
超
え
て
居
る
。
左
伝
が
　も若　
し
劉
歆
の
偽
作
な
ら
ば
、
此
の
如
き
超
辰
法
を
確
む
る
に
有
利

な
る
記
事
は
無
論
左
伝
の
中
に
挿
入
さ
る
べ
き
筈
で
あ
ろ
う
。

ロ
律
歴
志
世
経
を
熟
読
す
れ
ば
、
其
中
ど
れ
程
の
部
分
が
劉
歆
以
前
か
ら
の
伝
説
で
、
劉
歆
は
そ
れ
を
如
何
に
利
用
し

て
殷
周
の
年
代
を
決
定
す
る
の
材
料
と
し
た
か
が
　す

こ
ぶ頗　る
明
瞭
に
認
む
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
飯
島
氏
が
引
用
せ

ら
れ
た
る
部
分
に
就
て
も

三
統
上
元
　至
二　
伐
桀
之
　
。
歳
一　
十
四
万
一
千
四
百
八
十
歳
。。　歳
　。　在
二　。　大。　火。　房。　五
　
。
。　度

一　
・故
・伝
・曰
。
大
火
閼
伯
之
星
也
。
実
　紀
二　

商
　
。
人
一　
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　自
二　
文
王
　受
　一レ　　
　命　
而
　至
レ　
此
十
三
年
。。　歳。　亦
　。　在
二　。　鶉
　
。
。　火

一　
・故
・伝
・曰
。
歳
　在
二　
鶉
　
。
火
一　
下
略

　
　

是
等
の
文
中
○
点
を
附
せ
る
部
分
は
、
三
統
歴
よ
り
す
れ
ば
斯
く
な
る
と
云
う
こ
と
に
て
、
故
伝
曰
は
証
拠
を
挙
げ

て
、
三
統
歴
に
よ
り
て
計
算
せ
る
年
代
の
正
し
き
こ
と
を
証
明
せ
ん
と
す
る
論
法
で
あ
る
。
強
て
疑
の
眼
を
以
て
左

伝
国
語
を
見
て
、
其
中
に
あ
る
記
事
は
三
統
歴
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
故
に
、
左
伝
国
語
は
劉
歆
の

偽
作
な
り
と
云
う
の
は
無
理
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
巧
に
律
歴
志
世
経
を
編
み
上
げ
た
る
劉
歆
の
苦
心
と
努
力
と

に
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
当
時
存
在
せ
る
一
切
の
材
料
を
整
理
し
、
三
統
歴
に
よ
り
て
こ
れ
を
一
貫

し
て
秩
序
あ
る
系
統
に
仕
上
げ
た
る
手
腕
と
、
材
料
と
結
論
と
を
併
記
し
て
後
の
学
者
に
批
評
の
余
地
を
与
え
た
る

学
者
的
用
意
と
は
実
に
嘆
賞
に
値
す
る
も
の
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
公
羊
伝
及
び
穀
梁
伝
の
製
作
年
代
に
就
て

公
羊
伝
及
び
穀
梁
伝
に
は
天
文
暦
法
に
関
す
る
記
事
が
少
な
い
の
で
、
其
方
面
か
ら
製
作
年
代
を
制
定
す
る
材
料
に
乏
し
い

が
、
た
だ
一
つ
日
蝕
の
朔
晦
に
関
す
る
見
解
を
利
用
し
て
若
干
の
見
当
を
つ
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
前
節
に
述
べ
た
如
く
左
伝

の
著
者
は
日
蝕
を
以
て
常
に
朔
に
の
み
あ
る
も
の
と
の
見
解
を
有
し
て
居
る
が
、
公
羊
伝
穀
梁
伝
に
於
て
は
必
ず
し
も
朔
に
限

る
も
の
と
は
見
て
居
ら
ぬ
。

公
羊
伝
に
は
、

　曰
二　
某
月
某
日
朔
日
　有
　一レ　　
　食
レ　
者
。
　食
二　
正
　朔
一　
也
。
其
或
日
。
或
　不
レ　
日
。
或
　失
二　
之
　
。
前
一　
或
　失
二　
之
　
。
後
一　
　朱
二　
之
　前
一　
者
朔
在
前

也
。
　失
二　
之
　後
一　
者
。
朔
　在
レ　
後
也
。（
隠
公
三
年
伝
）
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穀
梁
伝
に
は
、

　言
レ　
日
。
　不
レ　
　言
レ　
朔
。
　食
二　
晦
　日
一　
也
。（
隠
公
三
年
伝
）

　言
二　
日
　
。
朔
一　
　食
二　
正
　朔
一　
也
。（
桓
公
三
年
伝
）

　言
レ　
朔
。
　不
レ　
　言
レ　
日
。
　食
二　
既
　朔
一　
也
。（
桓
公
十
七
年
伝
）

　不
レ　
　言
レ　
日
。
　不
レ　
　言
レ　
朔
。
夜
食
也
。（
荘
公
十
八
年
伝
）

と
云
う
て
居
る
。
こ
れ
を
左
氏
伝
の

　不
レ　
　書
レ　
日
。
官
　失
レ　
之
也
。（
桓
公
十
七
年
伝
）

　不
レ　
　書
二　
朔
　与
　一レ　　
日
。
官
　失
レ　
之
也
。（
僖
公
十
五
年
伝
）

と
云
え
る
に
比
す
れ
ば
著
し
き
相
違
で
あ
る
。
　か

く斯　
の
　ご

と如　
き
相
違
は
　ひ

っ
き
ょ
う

畢
竟　
時
代
の
差
に
帰
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
左
伝

は
西
紀
前
三
百
四
五
十
年
の
戦
国
時
代
に
製
作
さ
れ
た
も
の
と
論
断
し
た
の
で
あ
る
が
、
公
穀
両
伝
は
そ
れ
よ
り
も
な
お
若
干

後
の
時
代
に
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
戦
国
よ
り
秦
に
至
る
間
の
日
蝕
は
史
記
秦
本
記
及
年
表
の
記
録
の
極
め
て
粗

雑
な
る
を
以
て
見
れ
ば
、
此
時
代
は
日
蝕
に
対
し
て
相
当
の
注
意
を
払
う
余
裕
が
無
か
っ
た
時
代
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
　も若　
し

こ
の
見
解
に
し
て
当
れ
り
と
す
る
な
ら
ば
、
公
穀
両
伝
の
製
作
年
代
は
或
は
漢
初
ま
で
降
る
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。

　
　
　
要
旨
概
括

本
論
文
は
「
歳
星
の
記
事
に
よ
り
て
左
伝
国
語
の
製
作
年
代
と
干
支
紀
年
法
の
発
達
と
を
論
じ
」
た
る
も
の
の
継
続
で
、
戦

国
よ
り
秦
漢
に
亘
れ
る
時
代
に
於
け
る
天
文
暦
法
学
の
発
達
に
関
す
る
研
究
の
第
二
編
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
第
二
節
に
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於
て
前
回
論
文
の
要
領
を
述
べ
図
に
依
て
之
を
説
明
し
、
第
三
節
に
於
て
は
右
論
断
の
主
要
材
料
の
一
な
る
陳
滅
亡
の
豫
言
に

就
て
考
証
し
て
飯
島
氏
の
疑
問
に
答
え
、
第
四
節
に
於
て
は
西
紀
前
三
百
六
十
五
年
前
後
は
歴
法
上
種
々
な
る
点
に
於
て
注
目

す
べ
き
時
期
で
あ
る
こ
と
、
及
び
天
文
星
占
の
説
の
元
祖
と
目
さ
れ
て
居
る
石
氏
甘
氏
の
時
代
は
漢
書
天
文
志
よ
り
推
算
す
れ

ば
丁
度
此
時
期
に
当
る
こ
と
を
述
べ
、
以
上
三
節
に
亘
り
て
前
回
の
論
文
に
於
て
到
達
し
得
た
る
結
論
を
反
復
論
証
し
た
の
で

あ
る
。
更
に
第
五
節
に
於
て
は
劉
歆
偽
作
説
に
向
て
追
撃
を
加
え
て
劉
歆
の
冤
を
　そ

そ雪　
ぎ
、
第
六
節
に
於
て
は
余
勢
を
利
用
し
て

公
羊
穀
梁
両
伝
の
製
作
年
代
を
考
究
し
、
共
に
左
伝
よ
り
新
ら
し
き
も
の
な
る
べ
し
と
云
う
意
見
を
提
出
し
た
の
で
あ
る
。
な

お
漢
代
に
見
え
た
る
種
々
の
暦
法
の
研
究
は
前
回
竝
に
今
回
の
論
文
と
密
接
の
関
係
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
第
三
篇
と

し
て
引
続
き
発
表
せ
ん
こ
と
を
期
し
て
居
る
。

　（
大
正
九
年
八
月
藝
文
）
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•
底
本
に
は
、
新
城
新
蔵
著
『
東
洋
天
文
学
史
研
究
』（
昭
和
三〔
一
九
二
八
〕年
九
月
）
を
使
用
し
た
。

•

読
み
や
す
さ
の
た
め
に
、旧
漢
字
は
新
漢
字
に
、旧
か
な
は
新
か
な
に
変
更
し
、適
宜
振
り
仮
名
を
つ
け
た
。
た
だ
し
、「
堯
」、

「
儘
」
な
ど
の
一
部
の
漢
字
は
旧
漢
字
の
ま
ま
に
し
た
。

•
P
D
F

化
に
はL AT

E
X
2ε

で
タ
イ
プ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
行
い
、d

v
ip
d
fm

x

を
使
用
し
た
。

科
学
の
古
典
文
献
の
電
子
図
書
館
「
科
学
図
書
館
」

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
a
m
.
h
i
-
h
o
.
n
e
.
j
p
/
m
u
n
e
h
i
r
o
/
s
c
i
e
n
c
e
l
i
b
.
h
t
m
l

「
科
学
図
書
館
」
に
新
し
く
収
録
し
た
文
献
の
案
内
、
そ
の
他
「
科
学
図
書
館
」
に
関
す
る
意
見
な
ど
は
、

「
科
学
図
書
館
掲
示
板
」

h
t
t
p
:
/
/
6
3
2
5
.
t
e
a
c
u
p
.
c
o
m
/
m
u
n
e
h
i
r
o
u
m
e
d
a
/
b
b
s

を
御
覧
い
た
だ
く
か
、
書
き
込
み
く
だ
さ
い
。
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